
 
平成２８年６月亀山市議会定例会 提出議案 

条 例 新 旧 対 照 表 
                                                    

                                    頁 

議案第４２号 亀山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例・・・・１ 

議案第４３号 亀山市職員定数条例及び亀山市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する 

条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 



 

 

1 

亀山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例新旧対照表（附則第４項関係） 

（亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係） 

区分 報酬の額 旅費の額 

（略） （略） 旅費条例別表の市

長、副市長、教育

長及び病院事業管

理者の項に規定す

る旅費に相当する

額 

農業委員会委員 月額 １５，２００円 

農地利用最適化推進委

員 

月額 １０，６００円 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 
 

区分 報酬の額 旅費の額 

（略） （略） 旅費条例別表の市

長、副市長、教育

長及び病院事業管

理者の項に規定す

る旅費に相当する

額 

農業委員会委員 月額 １５，２００円 

  

（略） （略） 

（略） （略） （略） 
 

 

 



 

 

2 

亀山市職員定数条例及び亀山市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表（第１条関係） 

（亀山市職員定数条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８

条第６項、第１７２条第３項、第１９１条第２項及び第２００条第６

項、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１２条第９項、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第１９条及び第３１条第３項、農業委員会等に関する法律（昭和２６

年法律第８８号）第２６条第２項

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８

条第６項、第１７２条第３項、第１９１条第２項及び第２００条第６

項、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１２条第９項、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第１９条及び第３１条第３項、農業委員会等に関する法律（昭和２６

年法律第８８号）並びに消防組織法（昭和２２年法律

第２２６号）第１１条第２項の規定に基づき、本市に常時勤務する一

般職の職員（臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。）の定数に関

し必要な事項を定めるものとする。 

第２０条第２項並びに消防組織法（昭和２２年法律

第２２６号）第１１条第２項の規定に基づき、本市に常時勤務する一

般職の職員（臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。）の定数に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 

  



 

 

3 

亀山市職員定数条例及び亀山市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表（第２条関係） 

（亀山市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０７

条、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２１２条第３項、農

業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第３５条第４項

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０７

条、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２１２条第３項、農

業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）そ

の他法律及び条例の規定に基づき、議会、選挙管理委員会、農業委員

会、公聴会等に出頭し、又は参加した者（以下「証人等」という。）

の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２９条第４項そ

の他法律及び条例の規定に基づき、議会、選挙管理委員会、農業委員

会、公聴会等に出頭し、又は参加した者（以下「証人等」という。）

の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。 
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